
◎労働安全衛生法等の一部を改正する法律 
（平成一七年一一月二日法律第一〇八号）   

一、提案理由（平成一七年一〇月一二日・衆議院厚生労働委員会） 

○尾辻国務大臣 ただいま議題となりました労働安全衛生法等の一部を改正する法律案

につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 働き方の多様化が進む中で、製造業等における重大な労働災害の頻発、長時間労働に

伴う脳・心臓疾患や精神障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化し

ています。 

 こうした問題に的確に対処していくため、政府といたしましては、必要な施策を整備

充実するための労働安全衛生法等の一部を改正する法律案を第百六十二回国会に提出い

たしました。同法案は、審議半ばで衆議院の解散に伴い廃案となり、成立を見るに至り

ませんでしたが、一刻も早くその実現を図るため、ここにこの法律案を提案し、御審議

を願うこととした次第であります。 

 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。 

 第一に、労働安全衛生法の一部改正であります。 

 事業者の自主的な安全衛生活動の促進、危険・有害な化学物質の表示制度の改善、製

造業等における元方事業者による作業間の連絡調整の実施など事業者による措置の充実

を図るとともに、医師による面接指導の実施等により過重労働・メンタルヘルス対策の

充実を図ることとしております。 

 第二に、労働者災害補償保険法の一部改正であります。 

 複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動を、

通勤災害保護制度の対象とすることとしております。 

 第三に、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。 

 事業の期間が予定されている事業である有期事業に関し、事業場ごとの災害率により

保険料を増減させるメリット制について、その増減幅の上限を百分の三十五から百分の

四十に拡大することとしております。 

 第四に、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正であります。 

 全労働者一律の目標に向けた労働時間の短縮を図る法律から、労働者の健康や生活に

配慮した労働時間等の設定に向けた関係者の自主的な努力を促進する法律に改めるとと

もに、指定法人を通じた助成等の仕組みを廃止することとしております。 

 なお、この法律は、一部を除き、平成十八年四月一日から施行することとしておりま

す。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 

二、衆議院厚生労働委員長報告（平成一七年一〇月一八日） 

○鴨下一郎君 ただいま議題となりました労働安全衛生法等の一部を改正する法律案に



ついて、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化していることに的確に対処する

ため、必要な施策の整備充実を図ろうとするもので、その主な内容は、 

 第一に、製造業等における元方事業者による作業間の連絡調整の実施など、事業者に

よる労働災害を防止するための措置の充実を図るとともに、医師による面接指導の実施

等により過重労働・メンタルヘルス対策の充実を図ること、 

 第二に、労働者災害補償保険制度について、複数就業者の事業場間の移動等を通勤災

害保護制度の対象とするとともに、有期事業に係る保険料のメリット増減幅の上限を百

分の四十に拡大すること、 

 第三に、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法を、全労働者一律の目標に向けた

労働時間の短縮を図る法律から、労働者の健康や生活に配慮した労働時間等の設定に向

けた関係者の自主的な努力を促進する法律に改めること 

等であります。 

 本案は、去る十月五日本委員会に付託され、十二日尾辻厚生労働大臣から提案理由の

説明を聴取し、十四日に質疑を行った後、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数を

もって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一七年一〇月一四日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。 

一 労働時間に着目した健康確保対策の実行とともに、賃金不払残業への厳正な対応や

時間外限度基準の遵守の徹底に取り組むこと。また、始業・終業時刻の把握等労働時

間管理の徹底を指導するなど、重点的な監督指導を行うこと。 

二 面接指導制度の適切な実施を図るため、義務規定に違反している場合又は努力義務

規定の趣旨を満たしていない場合において、事業者に対し必要な指導等を行うこと。

また、労働者の意思を尊重しつつ、確実に申出を行うことができるよう労働者が時間

外労働時間数を確認できる仕組みの整備、申出手続の整備、労働者に対する実施体制

の周知などについて事業者を指導すること。さらに、メンタルヘルス対策として、地

域産業保健センターや精神保健福祉センターにおいて、労働者の家族を含め、相談を

しやすい体制を整えること。 

三 過重労働対策・メンタルヘルス対策を衛生委員会等の調査審議事項に追加するなど、

衛生委員会等の機能強化に努めるとともに、小規模事業場における安全衛生管理体制

の在り方について調査検討を進めること。また、中小企業に対し過重労働対策・メン

タルヘルス対策の必要性について周知徹底を図るとともに、地域における労使の参加

と協力を進め、地域産業保健センターの機能と活動の強化を図ること。 

四 製造業における元方事業者等を通じた請負事業者との安全衛生管理体制に関しては、



元方事業者による安全衛生協議会の設置や作業場巡視、教育指導と援助、安全衛生管

理指導等一体的な管理体制の普及について、所要の措置を講ずるよう調査検討を進め

ること。 

五 労働時間等設定改善指針の策定に当たっては、育児・介護、地域活動、単身赴任、

自己啓発等を行う労働者の実情に応じた労働時間等の設定の改善を促進するものとな

るよう留意するとともに、年次有給休暇の取得率向上に向けて、計画的付与制度や長

期休暇制度の普及促進等実効性ある施策を推進し、一般労働者の労働時間短縮対策を

総合的に推進すること。 

六 労働時間等設定改善委員会の設置を促進するよう周知徹底を含め実効性ある施策を

図るとともに、一定要件を満たした衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなす

に当たっては、法に定める要件が遵守されるよう、制度運用に万全を尽くすこと。 

七 二重就業者に係る労災保険給付基礎日額については、その賃金の実態を調査した上

で、早期に結論を得ること。 

八 建設業等の有期事業におけるメリット制の改正に当たっては、いわゆる労災かくし

の増加につながることのないよう建設業関係者から意見を聴く場を設けるなど、災害

発生率の確実な把握と安全の措置を図るとともに、建設業の元請けの安全管理体制の

強化・徹底等の措置を図り、労災かくしを行った事業場に対しては司法処分を含め厳

正に対処すること。また、労働安全衛生マネジメントシステムの導入拡大による労働

災害の予防を図るとともに、導入企業に対する公共事業の企業評価における優遇措置

について調査検討すること。 

三、参議院厚生労働委員長報告（平成一七年一〇月二六日） 

○岸宏一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、働き方の多様化が進む中で、重大な労働災害の頻発、長時間労働に伴う

脳・心臓疾患や精神障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化してい

ることから、こうした問題に対処していくため、必要な措置を講じようとするものであ

ります。 

 委員会におきましては、メンタルヘルス対策における産業医の活用及び地域保健との

連携、面接指導の対象労働者を拡大する必要性、小規模事業場における安全衛生管理体

制の強化、今後の労働時間短縮に向けた目標設定の在り方等について質疑が行われまし

たが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して小池晃委員より反対

する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 



 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一七年一〇月二五日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、労働時間に着目した健康確保対策の実行に万全を期するとともに、賃金不払残業へ

の厳正な対応や時間外限度基準の遵守の徹底に取り組むこと。また、始業・終業時刻

の把握等労働時間管理の徹底を指導するなど、重点的な監督指導を行うこと。 

二、面接指導制度は、事業者に法的に課せられたものであることにかんがみ、その適切

な実施を図るため、義務規定に違反している場合又は努力義務規定の趣旨を満たして

いない場合において、事業者に対し必要な指導等を行うこと。また、労働者の意思を

尊重しつつ、確実に申出を行うことができるよう労働者が時間外労働時間数を確認で

きる仕組みの整備、申出手続の整備及び労働者に対する実施体制の周知並びに個人情

報の保護の徹底などについて事業者を指導すること。さらに、メンタルヘルス対策と

して、地域産業保健センターや精神保健福祉センターにおいて、労働者の家族を含め、

相談をしやすい体制を整えること。 

三、過重労働対策・メンタルヘルス対策を衛生委員会等の調査審議事項に追加するなど、

衛生委員会等の機能強化に努めるとともに、小規模事業場における安全衛生管理体制

を強化するため、その在り方について調査検討を進めること。また、中小企業に対し

過重労働対策・メンタルヘルス対策の必要性について周知徹底を図るとともに、地域

における労使の参加と協力を進め、地域産業保健センターの機能と活動の強化を図る

こと。 

四、製造業における元方事業者等を通じた請負事業者との安全衛生管理体制に関しては、

製造現場の実情を踏まえ、元方事業者による安全衛生協議会の設置や作業場巡視、教

育指導と援助、安全衛生管理指導等一体的な管理体制の普及について、所要の措置を

講ずるよう速やかに調査検討を進めること。 

五、労働時間等設定改善指針の策定に当たっては、育児・介護・地域活動、単身赴任、

自己啓発等を行う労働者の実情に応じた労働時間等の設定の改善を促進するものとな

るよう留意するとともに、年次有給休暇の取得率向上に向けて、計画的付与制度や長

期休暇制度の普及促進等実効性ある施策を推進し、一般労働者の労働時間短縮対策に

尽力すること。 

六、労働時間等設定改善委員会の設置を促進するよう周知徹底を含め実効性ある施策を

図るとともに、一定要件を満たした衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなす

に当たっては、法に定める要件が遵守されるよう、制度運用に万全を尽くすこと。 

七、複数就業者に係る労災保険給付基礎日額の算定方法については、その賃金の実態を

調査し、早期に結論を得ること。 

八、建設業等の有期事業におけるメリット制の改正に当たっては、いわゆる労災かくし

の増加につながることのないよう建設業関係者から意見を聴く場を設けるなど、災害



発生率の確実な把握と安全の措置を図るとともに、建設業の元請けの安全管理体制の

強化・徹底等の措置を図り、労災かくしを行った事業場に対しては司法処分を含め厳

正に対処すること。また、労働安全衛生マネジメントシステムの導入拡大による労働

災害の予防を図るとともに、導入企業に対する公共事業の企業評価における優遇措置

など導入促進を図るための多様なインセンティブを与える具体策について調査検討す

ること。 

九、企業間競争の激化や働き方の多様化が進む中で、労働者の協力・参加の下で行う事

業者の自主的な安全衛生活動の役割が一層重要となることを踏まえ、その促進に向け

格別の配慮を行うとともに、学校教育の場においても労働安全衛生の必要性について

指導の徹底を図ること。 

十、本法の内容と密接に関わるＩＬＯ第一五五号条約の早期批准に向けて、検討を行う

こと。 

 右決議する。 


